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つるがしま市議会だより第１４０号〔３〕

合
、
被
保
険
者
名
簿
の
写
し
を
無
料

で
提
供
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
社
会
保
険
事
務
所
か
ら
の

問
い
合
せ
に
つ
い
て
も
、
迅
速
に
対

応
し
て
い
る
。

請
願
第
２
号

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
中
止
・
撤

回
を
求
め
る
意
見
書
提
出
に
関
す
る

請
願

﹇
請
願
者
﹈　

鶴
ヶ
島
市
大
字
町
屋　

鶴
ヶ
島
・
豊
か
な
老
後
を
考
え
る
会

代
表　

引
間
博
愛
さ
ん

﹇
要
旨
﹈　

①
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
２
０
０
８
年
４
月
か
ら
の
実
施

を
中
止
・
撤
回
す
る
こ
と
②　

歳
か

７０

ら　

歳
の
窓
口
負
担
の
２
割
へ
の
引

７４
き
上
げ
を
止
め
る
こ
と
を
求
め
る
意

見
書
を
国
に
提
出
す
る
こ
と
。

�

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
導
入
に

伴
う
市
の
負
担
は
。

�

保
険
年
金
課
長　

財
源
構
成
の

５
割
が
公
費
負
担
で
、
国
が
４
、

県
が
１
、
市
が
１
の
比
率
で
負
担
す

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
現
在
の

制
度
と
変
わ
り
は
な
い
。

　

し
か
し
、
今
回
新
た
に
保
険
料
の

軽
減
措
置
分
を
県
が
４
分
の
３
、
市

が
４
分
の
１
負
担
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
、
そ
の
分
と
し
て
約
４
８
０
０

万
円
程
度
の
負
担
と
な
る
。

ＱＡ

�

鶴
ヶ
島
市
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

市
営
住
宅
の
管
理
を
埼
玉
県
住
宅
供

給
公
社
に
行
わ
せ
る
こ
と
に
伴
い
、
当

該
管
理
を
通
じ
て
取
得
し
た
個
人
情
報

の
保
護
措
置
を
講
じ
る
も
の
で
す
。

�

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

職
員
の
部
分
休
業
の
対
象
と
な
る
子

の
年
齢
を
、
３
歳
未
満
か
ら
小
学
校
就

学
前
ま
で
に
引
き
上
げ
、
ま
た
、
育
児

休
業
中
も
昇
給
の
期
間
と
し
て
算
定
す

る
も
の
で
す
。

�

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

人
事
院
勧
告
に
準
じ
た
給
与
改
定
で
、

若
手
職
員
の
民
間
給
与
と
の
格
差
分
と

扶
養
手
当
、
勤
勉
手
当
を
引
き
上
げ
る

も
の
で
す
。

�

扶
養
手
当
の
引
き
上
げ
額
は
。

�

人
事
課
長　

子
等
に
係
る
支
給
月

額
を
５
０
０
円
引
き
上
げ
、
６
０

０
０
円
だ
っ
た
も
の
が
、
６
５
０
０
円

と
な
る
。

�

非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

　

鶴
ヶ
島
市
融
資
審
査
会
の
廃
止
に
伴

い
、
同
審
査
会
の
報
酬
等
に
関
す
る
規

定
を
削
る
も
の
で
す
。

�

審
査
会
を
廃
止
に
し
た
経
緯
は
。

議案第５７号議案第５８号議案第５９号ＱＡ議案第６０号Ｑ

�

産
業
振
興
課
長　

県
保
証
協
会
の

審
査
会
廃
止
に
合
わ
せ
、
融
資
手

続
き
を
簡
素
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

医
療
制
度
改
革
の
実
施
に
伴
い
、
健

康
保
険
法
が
改
正
さ
れ
、　

歳
以
上
の

６５

年
金
受
給
者
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
の

特
別
徴
収
を
行
う
も
の
で
す
。

�

な
ぜ
特
別
徴
収
を
行
う
の
か
。

�

保
険
年
金
課
長　

今
後
、
国
民
健

康
保
険
の
加
入
者
が
増
加
す
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
年
金
か
ら
の

天
引
き
に
よ
っ
て
、
納
税
者
の
納
付
の

手
間
を
省
く
も
の
で
あ
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
市
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

�

管
理
が
代
行
さ
れ
る
こ
と
で
、
現

在
あ
る
高
齢
者
相
談
室
は
ど
う
な

る
の
か
。

�

建
築
課
長　

高
齢
者
相
談
室
は
、

市
が
部
屋
を
借
り
受
け
て
行
っ
て

い
る
も
の
で
、
今
ま
で
と
同
様
に
高
齢

者
福
祉
課
で
事
業
を
行
っ
て
い
く
。

Ａ議案第６１号ＱＡ議案第６２号ＱＡ

�
財
産
収
入

�

不
動
産
売
払
収
入
の
内
容
は
。

�

財
政
課
長　

市
保
有
の
未
利
用
地

を
２
１
９
７
万
円
で
公
売
し
た
も

の
で
あ
る
。

�
市　

税

�

固
定
資
産
税
の
現
年
度
課
税
分
の

増
額
理
由
は
。

�

税
務
課
長　

家
屋
の
新
増
築
が
当

初
の
見
込
み
よ
り
多
い
こ
と
及
び

償
却
資
産
の
増
加
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

�

固
定
資
産
税
、
都
市
計
画
税
の
滞

納
繰
越
分
の
増
額
理
由
は
。

�

収
税
対
策
課
長　

大
口
滞
納
が
解

決
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

�
関
越
自
動
車
道
跨
道
橋
修
繕

�

経
費
を
増
額
せ
ず
に
、
修
繕
を
４

橋
か
ら
６
橋
に
増
や
せ
た
理
由
は
。

ＱＡＱＡＱＡＱ

条　

例　

改　

正

　

平
成　

年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

１９

（
第
３
号
）
及
び
特
別
会
計
補
正
予
算

２
議
案
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

TOPICSTOPICSTOPICS
トピックス�

補正予算�

�

道
路
建
設
課
長　

他
市
町
の
耐
震

補
強
工
事
や
東
日
本
高
速
道
路
株

式
会
社
が
管
理
し
て
い
る
橋
梁
を
含
め

て
工
事
規
模
を
大
き
く
し
、
経
費
を
削

減
し
た
。

　

ま
た
、
剥
離
し
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
除

去
の
施
工
方
法
を
変
更
し
て
経
費
の
削

減
を
図
っ
た
。

�
後
期
高
齢
者
医
療
事
務
費

�

内
容
と
進
捗
状
況
は
。

�

保
険
年
金
課
長　
　

年
度
か
ら
始

２０

ま
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
伴

う
被
保
険
者
証
の
郵
送
料
で
、
約
３
９

０
０
通
の
配
達
記
録
郵
便
を
見
込
ん
で

い
る
。

　

こ
の
制
度
は
、
埼
玉
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
で
資
格
管
理
や
賦
課
を

行
う
の
で
、
市
で
は
、
対
象
者
へ
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
の
送
付
や
各
医
療
機
関
窓

口
へ
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
し
、
周
知
し
て

い
る
。

�
一
本
松
土
地
区
画
整
理
事
業

�

国
庫
補
助
金
の
減
額
理
由
は
。

�

一
本
松
土
地
区
画
整
理
事
務
所
長

国
か
ら
県
に
配
分
さ
れ
た
補
助
金

額
が
要
望
額
の　

㌫
だ
っ
た
た
め
、
市

８５

へ
の
配
分
も
減
額
と
な
っ
た
。

�

建
物
移
転
事
業
費
の
減
額
理
由
は
。

�

一
本
松
土
地
区
画
整
理
事
務
所
長

借
家
３
戸
の
移
転
が
来
年
度
に
な

ＡＱＡＱＡＱＡ

っ
た
た
め
、
そ
の
経
費
を
減
額
し
た
も

の
で
あ
る
。

１２月補正予算の状況（単位：千円）

補正後の額補正額会　計　別

１６,７６３,６３２１６７,９６０一 般 会 計

２７６,７１８△１３,９６６
一本松土地区画整理
事業特別会計

２６６,２５７１,４４８
若葉駅西口土地区画
整理事業特別会計

一　

般　

会　

計

特　

別　

会　

計

不
採
択


